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その用途変更・ 建物の工事

消防署への事前相談は

　 　 　 　 　 　 　 し ま し たか？

ちょっと待った！ちょっと待った！
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用途変更や建物の工事によ っ て、新たに消防用設備等

が必要になる 場合があり ますので消防署に事前相談を

お願いし ます！
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新た に消防用設備等が必要に な る 場合があ り ま す

テ ナン ト の入居 接続・ 増築

使用用途の変更 建物の工事（ 窓を 塞ぐ ）

一般住宅 老人ホーム

必要
屋内消火栓設備

自動火災報知設備
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用途変更・ 建物の工事等をお考えの方へ
～必要な手続き 等を まと めまし たのでご活用く ださ い～

事前相談

着工届

設置届

検 査

使用開始届

千種消防署　 76 4 -0119

中村消防署　 4 81-0119

熱田消防署　 671-0119

守山消防署　 7 91-0119

建物のある 行政区の消防署（ 予防課）の連絡先はこ ち ら を ご 確認く ださ い！

東消防署　 　 935 -0119

中消防署　 　 2 31-0119

中川消防署　 3 6 3 -0119

緑消防署　 　 896 -0119

北消防署　 　 9 81-0119

昭和消防署　 8 41-0119

港消防署　 　 6 61-0119

名東消防署　 70 3 -0119

西消防署　 　 521-0119

瑞穂消防署　 8 52-0119

南消防署　 　 825 -0119

天白消防署　 8 01-0119

建物がある 行政区の消防署（ 予防課）に連絡し 、予防課の担当者と

必ず工事開始前に相談し 、消防法令で 必要にな る 手続き や

設備等を 確認し てく ださ い。

← 確 認 後 □

事前相談の結果、消防設備等の工事が必要になっ た場合は、消防

用設備業者等に依頼し 、着工届を 建物のある 行政区の消防署（ 予

防課）に届出し てく ださ い。

← 確 認 後 □

工事完了後、消防用設備等の試験を し 、設置届を 作成し ま す。作

成後、建物のある 行政区の消防署（ 予防課）に設置届を 届出し て

く ださ い。

← 確 認 後 □

設置届を 届出する 際には検査が必要か確認し て く だ さ い。必要

な 場合は検査を 受け、合格で あれば、消防用設備等検査済証を 交

付する こ と ができ ま す。

← 確 認 後 □

工事し た 部分のテ ナン ト や建物を 利用開始する ７ 日前ま でに

防火対象物使用開始届を 建物の行政区の消防署（ 予防課）に 届

出し て く ださ い。

← 確 認 後 □


